
上尾市職員の通勤手当に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布

する。  

令和８年３月３１日  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第４７号  

上尾市職員の通勤手当に関する規則等の一部を改正する規則  

（上尾市職員の通勤手当に関する規則の一部改正）  

第１条  上尾市職員の通勤手当に関する規則（昭和３４年上尾市規則第１

号）の一部を次のように改正する。  

  第３条第２号を次のように改める。  

 (2 ) 住居、通勤経路、通勤の方法若しくは条例第１０条の２第３項に規

定する自動車駐車場（以下「自動車駐車場」という。）を変更し、自

動車駐車場の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する

運賃等の額若しくは自動車駐車場の料金に変更があった場合  

  第４条第１項中「提示」の次に「又は第９条の２に定める自動車駐車場

たる要件を具備していること及び自動車駐車場の料金を証明する書類の提

出」を加える。  

  第８条の３第２号中「同条第２項第２号に定める額」の次に「（自動車

駐車場を利用し、その料金を負担することを常例とする職員（次号におい

て「自動車駐車場利用職員」という。）にあっては、その額に同条第３項

第１号に定める額を加算した額）」を加え、「同項第１号」を「同条第２

項第１号」に改め、同条第３号中「同条第２項第２号に定める額」の次に

「（自動車駐車場利用職員にあっては、その額に同条第３項第１号に定め

る額を加算した額）」を加え、「同項第２号」を「同条第２項第２号」に

改める。  

  第９条の２第３項中「第１０条の２第３項」を「第１０条の２第４項」

に改め、同条を第９条の６とし、第９条の次に次の４条を加える。  

  （車両）  

 第９条の２  条例第１０条の２第３項の市規則で定める車両は次の各号に

掲げる車両とする。  

  (1) 原動機付自転車その他原動機付の交通用具であって自転車でない車



両  

 (2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する車両  

 （自動車駐車場の要件）  

第９条の３  条例第１０条の２第３項の市規則で定める要件は、次の各号

に掲げるものとする。  

 (1 ) 勤務場所の周辺又は第４条第１項の規定により決定し、若しくは改

定する手当額の基礎となる経路上にある交通機関の駅、停留所等の周

辺にある施設であること。  

 (2 ) 職員が自転車を駐車するために使用する施設（自転車以外の自動車

等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設に

ある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。）でないこと。  

 (3 ) その利用について職員の配偶者若しくは条例第８条第２項に規定す

る扶養親族に料金を支払うことになる施設又はこれに準ずるものとし

て市長が定める施設でないこと。  

２  前項に規定する要件を満たさない場合であって、条例第１０条の２第

３項に規定する通勤のための自動車の駐車のための施設の状況、職員の

事情により、自動車駐車場に係る通勤手当を支給しないことが著しく不

適当であると任命権者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長

が別に定める要件とする。  

（自動車駐車場に係る通勤手当が支給されない職員）  

第９条の４  条例第１０条の２第３項の市規則で定める職員は、第８条の

３第２号に掲げる職員とする。  

（自動車駐車場に係る通勤手当の額）  

第９条の５  条例第１０条の２第３項第１号の市規則で定める額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（その額が５，０

００円を超える場合にあっては、５，０００円）とする。  

 (1 ) 一の自動車駐車場を利用する場合  次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める額  

ア  月を単位として自動車駐車場の料金が定められている場合  当該

料金の額  

イ  自動車駐車場の料金を定める期間（月又は年によって定めた期間



に限る。）が二以上の月にわたる場合  当該料金の額をそのわたる

月の数で除して得た額（その額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額）  

ウ  ア及びイに掲げる場合以外の場合  市長が定める額  

 (2 ) 二以上の自動車駐車場を利用する場合  それぞれの自動車駐車場に

ついて前号アからウまでに定める額を合計した額  

  第１０条の２第１項中「第１０条の２第４項」を「第１０条の２第５

項」に改め、同項第２号を次のように改める。  

 (2 ) 通勤経路、通勤方法若しくは自動車駐車場を変更し、自動車駐車場

の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額

若しくは自動車駐車場の料金に変更があったことにより、通勤手当の

額が改定される場合  

第１０条の２第２項中「第１０条の２第４項」を「第１０条の２第５

項」に改め、同項第２号イ中「第９条の２第３項第１号」を「第９条の６

第３項第１号」に改め、同条第３項中「第１０条の２第４項」を「第１０

条の２第５項」に改める。  

  第１０条の３第１項中「第１０条の２第５項」を「第１０条の２第６

項」に改める。  

  別記様式を次のように改める。  



別記様式(第3条、第4条関係) 

(表) 

 上尾市長    様                            通勤届兼認定簿 

 上尾市職員の通勤手当に関する規則第3条の規定に基づき、次のとおり届け出ます。                                    年  月  日提出 

所 属 名 届出の理由 
 □ 新規       □ 勤務場所の変更 
 □ 住居の変更    □ 通勤方法の変更 
 □ 運賃の変更    □ 通勤経路の変更 
 □ その他(              ) 
事実の発生年月日      年  月  日 

所属長印 
  
受 理 年 月 日 年  月  日 

氏 名 
    

  
区分 距離 運賃等 

職 員 番 号 
  

1 交通機関 
  

円 
現 住 所 (新 住 所) 

  

2 交通用具 km 
  

勤 務 場 所 所 在 地 
  

3 併用 km 円 
順

路 

通勤方法
(利用会社
等も記入) 

区 間 
(交 通 機 関 は 駅 名 、停
留所名等を記入)  

距離 所要時間 
交通機関の運賃等の額等 

4 徒歩 km   
6箇月の定期代 片道の運賃額 回数券の有無 

9 非支給     
1   住 居 から   まで km 時間 分 円 円 有・無 

支給の始期等 通勤手当の額 2   から   まで km 時間 分 円 円 有・無 
年  月 まで 円 3   から   まで km 時間 分 円 円 有・無 
年  月 から 円 4   から   まで km 時間 分 円 円 有・無 

 上尾市職員の通勤手当に関する規則第4条第1項の規

定により、届出に係る事実を上記のとおり確認したの

で、通勤手当の額を決定し、又は改定する。 

      年  月  日 

合 計 km 時間 分 職員課使用欄 

他に利用できる交通機関の名称
及 び 利 用 区 間 
 
 

  

通 勤 に 利 用 す る 
自 動 車 駐 車 場 
（ 要 添 付 書 類 ） 

車両種別  所在地住所  

利用料額 
（月額・年額・その他     ） 

 

            円 
他事業者からの自動車駐車場手当等支給有無 無 □ 

貸主  貸主は配偶者や扶養親族ではありません はい□ 

備考 (定期券を持たない理由、往
路と復路が異なる理由等) 

    

取
扱
者
印 

課長 主幹 
グループ
リーダー 

担当 

相乗り
通勤者
記入欄 

相乗りする市職員 氏名                            (続柄      ) 

    
交通用具の主たる
使 用 者 

□本人   □相乗りする市職員 

    
  追給戻入   職員課使用欄 

入 力 確 認 
年  月～   
年  月分追給 

    

年  月～   
年  月分戻入 



(裏) 

 通勤経路図    

  
 



 （上尾市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正）  

第２条  上尾市職員の管理職手当の支給に関する規則（昭和３９年上尾市規

則第８号）の一部を次のように改正する。  

  別表市長部局の項中「支所長  西貝塚環境センター所長」を「西貝塚環

境センター所長」に、「少年愛護センター所長」を「少年愛護センター所

長  地域支援室長」に改め、同表議会事務局の項中「課長」を削る。  

 （上尾市職員の給料等の支給に関する規則の一部改正）  

第３条  上尾市職員の給料等の支給に関する規則（昭和４１年上尾市規則第

５号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項第２号中「１３０万円程度」を「１３０万円（満１８歳に

達する日以後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にあるものにあっては年間１５０万円）」に改める。  

 （上尾市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正）  

第４条  上尾市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和４６年上尾

市規則第６号）の一部を次のように改正する。  

  目次中「第３章  級別資格基準（第４条―第９条）」を「第３章  削

除」に改める。  

  第２条第４号中「第６条」を「第１３条」に改め、同条中第５号から第

７号までを削る。  

第３章の章を次のように改める。  

  第３章  削除  

第４条から第９条まで  削除  

 第１０条を次のように改める。  

 （新たに職員となった者の職務の級）  

 第１０条  新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定す

る。ただし、給料表の職務の級４級、５級、６級及び７級である場合は、

あらかじめ市長の承認を得るものとする。  

  第１１条中「学歴免許等」を「学歴免許」に改める。  

  第１２条中「学歴免許等」を「学歴免許」に改め、同条第２項を次のよ

うに改める。  

 ２  初任給基準表の試験欄は、次に掲げる職員に適用する。ただし、同表



の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を

除き、別表第６の２に定める学歴免許等資格区分表に定める区分による

ものとする。  

 (1) 試験の結果に基づいて任用された職員  

 (2 ) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の程

度が試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員であっ

て、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長

の承認を得たもの  

  第１３条を次のように改める。  

 （経験年数による号給の調整）  

第１３条  初任給基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同

表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許の資

格を取得した時以後の経験年数による。  

２  初任給基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許

の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務

に在職した年数以外の年数については、別表第６の３に定める経験年

数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数

に換算することができる。  

  第１４条第１項中「第１０条第１項第１号」を「第１０条ただし書」に

改め、「その者の経験年数のうち５年を超える経験年数（第２号又は第４

号に掲げる者で必要経験年数が５年以上の年数とされている職務の級に決

定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にそ

の経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事し

た期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任

命権者が相当と認める年数を除く。）の月数にあっては、１８月）」を削

り、同項第１号中「第５条第２項第１号」を「第１２条第２項第１号」に、

「学歴免許等」を「学歴免許」に改め、「（前条第１項の規定の適用を受

ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格）」を

削り、同項第２号中「第５条第２項第２号」を「第１２条第２項第２号」

に、「学歴免許等」を「学歴免許」に改め、「（前条第１項の規定の適用

を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資



格）」を削り、同項第３号中「又は次号」を削り、「学歴免許等」を「学

歴免許」に改め、「（前条第１項の規定の適用を受ける者にあっては、そ

の適用に際して用いられる学歴免許等の資格）」を削り、同項第４号を削

り、同条第２項を次のように改める。  

 ２  前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについて

は、前項に定めるもののほか、前条の規定の例による。  

第１４条第３項を削る。  

  第１５条を次のように改める。  

 第１５条  削除  

  第１８条中「第１０条第１項第１号」を「第１０条ただし書」に改める。  

  第１９条第１項を次のように改める。  

職員を昇格させる場合には、その職務に応じてその者の属する職務の級

を１級上位の職務の級に決定する。ただし、第１０条ただし書に規定する

職務の級への昇格についてはあらかじめ市長の承認を得るものとする。  

第１９条中第３項を削り、第４項を第３項とする。  

  第２０条中「第５条第２項各号」を「第１２条第２項各号」に、「級別

資格基準表」を「初任給基準表」に、「学歴免許等」を「学歴免許」に改

める。  

  第２４条第１項中「第１０条第１項第１号」を「第１０条ただし書」に、

「、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従

い」を削り、同条第２項を削る。  

  第２５条第１項及び第３項中「前条第１項」を「前条」に改める。  

  別表第１の５級の項中「、支所長」を削り、「少年愛護センター所長」

の次に「、地域支援室長」を加え、同表４級の項中「出張所長」を「出張

所長及び支所長」に改める。  

  別表第２から別表第５までを次のように改める。  

別表第２から別表第５まで  削除  

 別表第６の次に次の２表を加える。  

別表第６の２（第１２条関係）  

学歴免許等資格区分表  

学歴免許等の区分  学歴免許等の資格  



基 準 学 歴

区分  

学歴区分  

１  大学卒  １  博 士 課 程

修了  

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）による大学院博士課程の修了  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

２  修 士 課 程

修了  

 (1) 学校教育法による大学院修士課程の

修了  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

３  専 門 職 学

位課程修了  

学校教育法による専門職大学院専門職学

位課程の修了  

４  大学６卒   (1) 学校教育法による大学の医学若しく

は歯学に関する学科（同法第８５条た

だし書に規定する組織を含む。以下同

じ。）又は薬学若しくは獣医学に関す

る 学 科 （ 修 業 年 限 ６ 年 の も の に 限

る。）の卒業  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

５  大 学 専 攻

科卒  

 (1) 学校教育法による４年制の大学の専

攻科の卒業  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

６  大学４卒   (1) 学校教育法による４年制の大学の卒  

  業  

 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業  

 (3) 気象大学校大学部（修業年限４年の

ものに限る。）の卒業  

 (4) 海上保安大学校本科の卒業  

 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴



免許等の資格  

２  短大卒  １  短大３卒   (1) 学校教育法による３年制の短期大学

の卒業又は専門職大学の修業年限３年

の前期課程の修了  

 (2) 学校教育法による２年制の短期大学

の専攻科の卒業  

 (3) 学校教育法による高等専門学校の専

攻科の卒業  

 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

２  短大２卒   (1) 学校教育法による２年制の短期大学

の卒業又は専門職大学の修業年限２年

の前期課程の修了  

 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒  

  業  

 (3) 学校教育法による高等学校、中等教

育学校又は特別支援学校の専攻科（２

年制の短期大学と同程度とみなされる

修業年限２年以上のものに限る。）の

卒業  

 (4) 航空保安大学校本科の卒業  

 (5) 海上保安学校本科の修業年限２年の

課程の卒業  

 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

３  短大１卒   (1) 海上保安学校本科の修業年限１年の

課程の卒業  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

３  高校卒  １  高 校 専 攻

科卒  

 (1) 学校教育法による高等学校、中等教

育学校又は特別支援学校の専攻科の卒



業  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

２  高校３卒   (1) 学校教育法による高等学校、中等教

育学校又は特別支援学校（同法第７６

条第２項に規定する高等部に限る。）

の卒業  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

３  高校２卒   (1) 保健師助産師看護師法（昭和２３年

法律第２０３号）による准看護師学校

又は准看護師養成所の卒業  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

４  中学卒  １  中学卒   (1) 学校教育法による中学校、義務教育

学校若しくは特別支援学校（同法第７

６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 中 学 部 に 限

る。）の卒業又は中等教育学校の前期

課程の修了  

 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴

免許等の資格  

備考  この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法

律（平成１８年法律第８０号）による改正前の学校教育法による盲

学校、聾
ろう

学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦

看護婦法の一部を改正する法律（平成１３年法律第１５３号）によ

る改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護

師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。  

別表第６の３（第１３条関係）  

経験年数換算表  

経歴  換算率  

国 、 地 方 公 共 団 職 員 と し て の 職 務 に 100／ 100 



体 、 旧 公 共 企 業

体 、 政 府 関 係 機

関、 外国 政府 又 は

民間 にお ける 企 業

体、 団体 等の 職 員

等と して の在 職 期

間  

その 経 験が 直 接 役立 つ

と認 め られ る 職 務に 従

事し た 期間 （ 常 時勤 務

に服 す る者 と し て職 務

に従 事 した 期 間 又は こ

れ に 準 ず る 期 間 に 限

る。）  

その他の期間  100／ 100 以下  

兵 役 期 間 （ そ の

期 間 に 引 き 続 き 海

外 に よ く 留 さ れ た

期間を含む。）  

職 員 と し て の 職 務 に

その経験が直接役立つと

認められる職務に従事し

た期間  

100／ 100 以下  

その他の期間  80／ 100 以下  

学校又は学校に準ずる教育機関における在

学期間（正規の修学年数内の期間に限る。）  

100／ 100 以下  

その他の期間  職 員 と し て の 職 務 に

その経験が直接役立つと

認められる職務に従事し

た期間  

100／ 100 以下  

その他の期間  25／ 100 以下（部内

の他の職員との均衡

を著しく失する場合

は、 50／ 100 以下）  

 （上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正）  

第５条  上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則（平成２

２年上尾市規則第３０号）の一部を次のように改正する。  

  第３条から第５条までを削り、第６条を第３条とし、第７条を第４条と

し、第８条を第５条とする。  

   附  則  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  


